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第３章  未登録の自治体を追加する場合 
使用届出が未登録である自治体へ事業所を追加する場合は、PRTR 届出システムから処理ができま

す。 

例：群馬県で使用届出の登録があり、新たに、茨城県の事業所を登録したいとき 

 

使用届出の提出 

○ 使用届出 

１.（１）使用届出作成 

２.受理の確認 

（2）使用届出の保留（保存） 

※（都道府県等で受理が行われた後） 
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1． 使用届出作成 
（１） 使用届出作成 

① ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更(担当者、事業情報等の変更)」をクリッ

クします。 

 

② 「使用届出が未提出である自治体へ事業者を追加する場合はこちら」リンクをクリックして

ください。 

 

  

１ 

２ 
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③ 届出先、提出日を入力し、必要な場合はその他の項目も変更します。 

 

  

３ 



 20

④ 事業所の追加は、「事業所追加」ボタンをクリックします。 

 

次画面で事業所情報を入力します。 

入力後、「追加」ボタンをクリックします。 

 

事業所一覧に追加した事業所が表示され、区分には追加と表示されます。 

他にも事業所を追加する場合は、④を繰り返してください。 

 

※追加した事業所情報を修正、削除する場合は、該当事業所名をクリックし、次画面で事

業所情報の修正、削除を行ってください。 

  

４ 

４ 
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⑤ コメントは任意で入力してください。登録が終わりましたら、使用届出を提出します。 

入力内容を一時的に保留（保存）する場合は、第３章１．（２）使用届出の保留（保存）を参

照してください。 

 

 

⑥ 「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックします。 

 

  

５ 
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⑦ 入力内容を確認してください。 

問題が無ければ「この内容で提出する」ボタンをクリックし、届出先自治体に送信してくだ

さい。

 

当画面の「印刷」ボタンをクリックすると、届出の内容が PDF 形式で出力されます。 

なお、印刷は一覧画面に戻ってからも可能です。 
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⑧ 本画面が表示されたら、使用届出の提出は完了です。 

届出先を選択すると、都道府県等の問い合わせ先が表示されます。 

「一覧へ戻る」ボタンをクリックすると、登録情報変更（担当者、事業者情報変更）画面に

遷移します。 

使用届出が都道府県等に受理されると、担当者へ電子メール（受理）が送信されます。特

に処理を行う必要はありませんが、受理の確認は第３章２．受理の確認を参照してくださ

い。 

 

 

（２） 使用届出の保留（保存） 
① 入力途中で保存をする場合は、「保留」ボタンをクリックしてください。 
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② 処理状況欄が「入力途中・保留」となります。 

 

入力を再開する場合は「再開」ボタンを、保留したものを削除する場合は「削除」ボタンを

クリックしてください。 
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2． 受理の確認 
都道府県等が「使用届出」を受理すると電子メールで通知されますが、以下の方法で受理の確認を行

うことも可能です。また、受理後の電子メールにて、化管法施行規則第１２条第２項に従い、電子情報

処理組織使用届出書登録情報（ユーザ ID）が通知されます。メール内のＵＲＬにアクセスして、ダウン

ロードを行ってください。 

※ユーザＩＤとパスワードは、現在のものを引き続きご利用になれます。 

 

（１） ＰＲＴＲ届出システムでの受理状況確認 
① ログイン後、トップメニューの「2-1.登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をク

リックします。 

 

② 自治体で受理の処理が行われている場合、次画面の「処理状況」欄に「自治体受理完了」

と表示されます。 

※使用届出で事業所追加を行い、自治体で受理されると、排出量等届出の事業所一覧に、

追加登録した事業所が反映され、届出が可能となります。 

排出量等届出処理（事業所一覧）の確認手順、排出量等届出の提出手順については、

「操作マニュアル事業者版（排出量等届出）」を参照してください。 
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（２） 「電子情報処理組織使用届出書登録情報」のダウンロード 
       受理後の電子メールにて、化管法施行規則第１２条第２項に従い、電子情報処理組織使用

届出書登録情報が通知されます。メール本文中のＵＲＬにアクセスするとダウンロードができま

す。 

      ※「電子情報処理組織使用届出書登録情報」のダウンロードは受理後３０日間以内となります。 

 

① 送信されたメールに記載された URL にアクセスします。 

        
      

      ② ユーザＩＤ及びパスワードを入力し、「実行」ボタンをクリックします。 

ログインに成功すると、「ユーザ ID、パスワードダウンロード画面」が表示されます。 
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※この画面は登録情報のダウンロード専用画面です。届出等をする場合は、この画面上部

のログアウトボタンをクリックしてログアウトし、その後表示される「ログイン画面へ」から再度

ログインしてご利用ください。 

 

③ 「ダウンロード」ボタンをクリックし、「電子情報処理組織使用届出書登録情報」をダウン

ロードします。  
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印刷サンプル 

 


